
坂戸市結婚新生活住宅購入費等補助金交付申請書 

年  月  日 

坂戸市長 あて 

      申請者 住  所             

氏  名             

電話番号             

補助金の交付を受けたいので、坂戸市結婚新生活住宅購入費等補助金交付

要綱第５条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

１ 補助対象夫婦 
 

 申請者 配偶者 

氏 名   

生 年 月 日 年  月  日 年  月  日 

婚 姻 日 に 

おける年齢 
歳 歳 

転 入 日 年  月  日 年  月  日 

婚 姻 日 年  月  日 
 

備考 転入日は、転入した方のみ記入すること。 

 

２ 補助金交付申請額 金       円 

（Ａ）又は（Ｂ）のいずれか低い方の額を補助金交付申請額に記入する

こと。 
 

住宅取得経費 
住宅リフォーム  
経 費 

契約締結日 年  月  日 

金額         （a） 円 

住宅賃借経費 

契約締結日 年  月  日 

賃料 月額       円 

敷金 円 

礼金（保証金等を含む。） 円 

共益費 月額       円 

仲介手数料 円 

合計金額       （b） 円 

引っ越し経費 
引っ越し日 年  月  日 

金額         （c） 円 

合計（a＋b＋c）（Ａ） 円 

補助金上限額 

（Ｂ） 

夫婦のうち年齢が高い者の年齢が 

３０歳以上３９歳以下である場合 ３００，０００円 

２９歳以下である場合      ６００，０００円 

様式第１号（第５条関係） 



３ 同意書及び確認書 
  

この補助金の交付の決定に当たり必要となる情報について、市が確認

することに同意します。 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は坂戸市暴力団排除条例（平

成２４年坂戸市条例第２９号）第３条第２項に規定する暴力団関係者で

はありません。 

申請日から起算して１年以上継続して市内に居住します。 

居住状況の確認に当たり、居住関係に係る住民基本台帳の情報につい

て、この補助金の担当課の職員が確認することに同意します。 

 次のとおり受講又は相談をしています（※ 該当するものにレ点を記

入すること。）。 

【申請者】 

□ ライフデザイン支援講座の受講（乳幼児と触れ合う体験又は子

育て世帯との意見交換を含む。）をしています。 

□ プレコンセプションケアに関する講座を受講しています。 

□ 医療機関への妊娠又は出産に関する相談をしています。 

□ 共家事・共育て講座（男性の家事・育児参画のための講座を含

む。）を受講しています。 

【配偶者】 

□ ライフデザイン支援講座の受講（乳幼児と触れ合う体験又は子

育て世帯との意見交換を含む。）をしています。 

□ プレコンセプションケアに関する講座を受講しています。 

□ 医療機関への妊娠又は出産に関する相談をしています。 

□ 共家事・共育て講座（男性の家事・育児参画のための講座を含

む。）を受講しています。 

 この補助金と同種の他の補助金等の交付を受けていません。 

 

申請者             

 

配偶者  

            

 

４ 添付書類 

添付する書類にレ点を記入すること。 
 

共 通 

□ 戸籍謄本、婚姻届受理証明書その他の婚姻をしているこ

とを証する書類 

□ 夫婦の所得証明書その他の所得を確認することができる

書類 

□ 夫婦の市税を滞納していないことを証する書類 

□ 医療機関が発行した領収書その他の妊娠又は出産に関す 

る相談をしたことを確認することができる書類の写し 

住宅取得

経   費 

□ 補助対象住宅に係る売買契約書又は工事請負契約書の写

し及び領収書の写し 



住宅リフォ

ー ム 経 費  

□ 補助対象住宅のリフォームに係る工事請負契約書の写し

及び領収書の写し 

住宅賃借

経   費 

□ 補助対象住宅に係る賃貸借契約書の写し及び賃料等の支

払を確認することができる領収書等の写し 

□ 補助対象住宅に係る住宅手当の支給又は地域優良賃貸住

宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合にあっ

ては、当該住宅手当の支給又は当該国の支援を受けてい

ることを証する書類（住宅手当支給証明書 外） 

引っ越し

経   費 
□ 引っ越しに係る領収書の写し 

そ の 他 

□ 【婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、かつ、申請

日において無職である場合】 離職したことを証する書

類 

□ 【貸与型奨学金の返済を行っている場合】 貸与型奨学

金の返済金額を確認することができる書類 

□ 市長が必要と認める書類 
 

 


